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令和４年４月 20日（水）午後３時 00分、豊橋市教育委員会定例会を教育委員会

室において開催し委員を参集す。 

 

出席委員 

 

山 西 正 泰 教育長、渡 辺 嘉 郎 委 員、内 浦 有 美 委 員、 

中 島 美奈子 委 員、西 島  豊  委 員 

 

 

説明のため出席した職員 

 

豊橋市教育委員会事務局        種 井 直 樹  教 育 部 長 

                    

浅 倉 淳 志  教育政策課長 

 

中 村 三木也  学校教育課長 

 

若 子 尚 弘  保健給食課長 

 

石 川 和 志  生涯学習課長 

 

河 合 俊 夫  科学教育センター長 

 

小 林 久 彦  美術博物館長 

 

坂 本 博 一  自然史博物館長 

 

齋 藤  敏   図 書 館 長 
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議 事 日 程 

 

３月定例会会議録の承認 

 

 

１ 議案 

議案第２３号 豊橋市図書館協議会委員の解嘱について 

議案第２４号 豊橋市図書館協議会委員の委嘱について 

 

 

２ 協議事項 

（１）令和４年度の総合教育会議協議事項（案）について（非公開） 

 

 

３ 報告事項 

（１）令和４年度「民間プール等活用モデル事業」について 

 

 

４ 定例会の日程等について 
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（教育長） 

それでは、ただ今から、豊橋市教育委員会４月定例会を開催します。 

最初に、会議録署名者の決定をしたいと思います。教育委員会会議規則第 23

条により、私から指名させていただきます。 

今回は、渡辺委員と中島委員にお願いしたいと思いますが、ただ今の指名に

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もありませんので、そのように決定いたしました。 

 

それでは、議事日程に沿って進めてまいりたいと思います。 

「３月定例会の会議録の承認」ですが、これについて何かご意見はございま

せんか。 

 

（｢特になし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

特にご意見、ご質問もありませんので、この内容により公開して参ります。 

 

それでは、「日程第１ 議案」に移りたいと思います。 

議案第２３号「豊橋市図書館協議会委員の解嘱について」と、議案第２４号

「豊橋市図書館協議会委員の委嘱について」は、関連していますので一括して

事務局から説明してください。 

 

■図書館長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

（渡辺委員） 

  任期はどのように決まっているのですか。 
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（図書館長） 

一期につき２年の委嘱期間となりますが、現在は 20 期目となっています。

今回は金子委員が任期の途中で退職されるため、新たな委員が残りの任期を引

き継ぐ形となります。 

 

（渡辺委員） 

  新しい委員の任期が令和５年２月 26日までとなっていますが、どのような

理由によるものですか。 

 

（図書館長） 

20期目の委員の委嘱期間が令和３年２月 27日から始まったため、その日か

ら２年後の令和５年２月 26日までが任期となります。 

 

（中島委員） 

年度末までの任期とならないことで、不都合が生じることなどはありませ

んでしょうか。 

 

（図書館長） 

特段そのようなことは生じないものと考えています。 

 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようですので、議案第２３号及び第２４号は原案のとおり決定し

てよろしいでしょうか。 

 

（｢異議なし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第２３号及び第２４号は原案のとおり決定

いたしました。 

 

それでは、次に、「日程第２ 協議事項」に移ります。 

協議事項（１）ですが、これらの案件は、豊橋市において今後、調整・検討

を要する意思形成過程の案件でありますので、豊橋市情報公開条例第６条第１
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項第６号の規定により非公開として行いたいと思いますが、ご異議はございま

せんか。 

 

（｢異議なし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もございませんので非公開で行います。 

それでは、協議事項（１）「令和４年度の総合教育会議協議事項（案）につ

いて」を事務局から説明してください。 

 

【非公開部分】 

 

（教育長） 

それでは、次に報告事項（１）「令和４年度「民間プール等活用モデル事業」

について」を事務局から説明してください。 

 

■教育政策課長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

（内浦委員） 

準備体操の時だけでなく、着替えの際などに、マスクを取って喋ることで、

新型コロナウイルスの感染リスクが高まらないか心配です。 

 

（教育政策課長） 

各学校には、着替えの際も含め、準備体操までの間は、マスクを着用するよ

うお願いしています。 

 

（渡辺委員） 

教員は指導中にプール用マスクを着用するとありますが、息苦しくなる恐れ

などはないですか。 

 

（教育政策課長） 

マスクを着用した場合でも、指導などの活動に支障がないことを確認してい
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ます。 

 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

 

それでは、次に「日程第４ 定例会の日程等について」です。事務局から

説明をしてください。  

 

■教育政策課長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

ないようでしたら、以上をもちまして、本日の予定を終了いたします。 

ありがとうございました。 
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午後３時４０分  閉会 

 

豊橋市教育委員会教育長 

 

委 員 

 

委 員 

 


